
 

 

 

 

 

 
2025 年 1 ⽉ 8 ⽇付 

留学プログラム約款 
 
この約款は株式会社インウェブアウト/グロビード留学センター（以下「当社」といいます）が⾏う留学サポート
の内容と責任の範囲を明らかにすると同時に、申込者の責任と義務等を明らかにし、申込者が安⼼で快適な⽣活
をしていただくことを⽬的に作成されたものです。 
 
 
第⼀条：[約款] 
本約款は当社の留学サポートの内容・範囲、当社に対する留学サポート（学校を含むプログラム、ホームステイ
⼿配、賃貸物件⼿配などの個別サポートサービス含む）申込の⽅法、当社の留学サポート申込者に対する責任の
範囲等について明らかにしたものであり、本約款所定の当社が留学サポート申込者に対して⾏うサポート終了時
まで本約款が適⽤されます。 
 
第⼆条：[契約の申込と成⽴時期] 
当社に対する留学サポートの申込は、申込み希望者が当社所定の申込書に所定の事項を記⼊し、これを当社に持
参ないし郵送にて送付する⽅法、もしくはウェブサイトから申込⽅法によって提出し、留学サポート費⽤をお⽀
払いください。お申込の契約の成⽴は、当社がウェブサイトから申込み、もしくは申込書を受理した時点としま
す。 
 
第三条：[拒否事由] 
申込者から当社へ留学サポートの申込があった場合、以下の事由のうち 1 つまたは複数が認められるときは申込
をお断りすることがあります。 
1. 申込者の性別、年齢、性別、資格、技能、その他の条件が当社および留学希望の⼤学、学校等の規定・基準

を満たしていないと当社が認めたとき。 
2. 申込者が未成年で、申込について親権者（両親等）の同意が得られないとき。 
3. 留学希望先の学校等のプログラムやコースが満席あるいは開講されていない等の理由により客観的に留学

が認められる可能性がないことが明らかなとき。 
4. 申込者が希望する学校等の申込⼿続き期限や研修開始時期までに、必要な⼿続きを⾏うことが困難であると

当社が判断したとき。 
5. ⾝体的あるいは精神的疾患を過去あるいは現在お持ちの場合、その他⼼⾝の状態から、当該留学の参加が困

難あるいは不適切であると当社が判断したとき。 
6. その他当社が不適切と判断したとき。 



 
第四条：[プログラムの範囲] 
申込希望者は、⾃⼰の責任のもと渡航先で⾏動することを前提として当社に留学サポートの依頼をするものとい
たします。渡航先でのトラブル、事故等申込みされた当社の提供する留学サポートの対象外の事項について当社
は⼀切責任を負いません。当留学サポートは本約款に基づき、申込者のために各⼤学、学校に対する留学申込み
⼿続き等の代⾏、申込者への留学に関する情報提供等を⾏うものであり、申込者の希望する留学先への合格、卒
業または留学先の課程修了等について何ら保証を⾏うものではありません。当留学サポートにおいて、当社は以
下のサービスを提供します。 
1. 留学⼿続きに関するサポート 

当社は申込者に対して留学先と留学⼿続きの代⾏および⼊学願書の作成等のアドバイスを⾏い、かつ留学希
望先に対する問い合わせや⼊学交渉を申込者に代わって⾏います。ただし、願書等の出願書類への記⼊や準
備は申込者本⼈が⾏うものとし、当社は申込者の留学許諾は保証をいたしません。 

2. 滞在先の⼿続き 
(ア) 当社は申込者、当社または留学希望先側が指定した滞在施設への申込⼿続きの代⾏を⾏います。ただし
居住に関する契約は申込者本⼈と居住施設提供者となり、当社は申込者と居住施設提供者との間に⽣じ
たトラブルについて⼀切責任を負いません。 

(イ) 申込者が滞在先の⼿配を希望されない場合、あるいは滞在施設の事情により当社での⼿続き代⾏ができ
ない場合、当社は滞在先の⼿配は⾏いません。また、留学先の状況・事情により、寮、ホームステイ等
ご希望される形態・タイプの滞在先の⼿配が不可能な場合があります。 

(ウ) ⼊居先にまだ⼊居者がいる等の理由で出発以前に申込者が希望する滞在先に関する間取り等の情報を
提供できない場合があります。 

(エ) ホームステイの場合、１家庭に２名以上の留学⽣が滞在している場合もあります。当社の責によらない
事由で申込者の滞在先が確保できない場合、または申込者の希望通りの滞在先が確保できない場合でも
当社はその責任を負いません。 

3. 渡航前サポート 
(ア) 当社は申込者に対し、渡航や留学のための準備、留学先での⽣活に必要な予備知識や注意事項などの適
切なアドバイスをするものとします。サポート事項の詳細はウェブサイトの各ページにて定めるも   
のとします。 

(イ) 渡航先や留学期間によりビザ申請等が必要で、申込者が希望される場合、ビザ申請のサポートを⾏いま
すが、渡航先によりサポートできない場合は、ご⾃⾝で⾏う、もしくは代理店をご紹介させていただき
ます。 

4. 渡航後サポート 
(ア) 当社は現地⽣活サポートを基本的に致しません。ただし、当社の⽣活サポートサービスや空港送迎サー

ビスなどの渡航後サポートサービスの申込者には、各ページにて定める部分のみサポートサービス提供
します。 

(イ) 申込者が現地留学先学校に⼊学する⽇までの、特に学校に関するサポートを致しますが、基本的に渡航
後は、現地の学校からサポートを受けるようアドバイス致します。 

 
第五条[各種諸費⽤のお⽀払等] 
1. 留学諸費⽤のお⽀払い等 
(ア) 留学サポート費⽤および留学費⽤（以下「留学諸費⽤」といいます。）について申込者は、当社の定めた
指定期⽇までに当社の定めた指定⼝座へ、当社の定めた⾦額を申込者の⼿数料負担にて⼊⾦するものと



します。当社が指定期⽇に申込者からの⼊⾦の確認ができない場合、当社の判断で申込者に対する留学
サポートの停⽌をする場合がございます。出発⽇の９０⽇以前に授業料等の⽀払いは請求いたしません
が、⽀払の期⽇がビザの発⾏等に係る場合を除きます。 

(イ) 当社の責によらない事由により、当社の定めた留学諸費⽤を超える費⽤が必要となった場合、申込者は
当社の指⽰に従い必要な差額を⽀払うものとします。 

2. 居住施設⼿配サポートに関する費⽤ 
(ア) 申込者が当社に対して現地滞在先における居住施設の⼿配を依頼する場合、申込者は当社に対して居住
施設提供者に⽀払う必要のある申込⾦・居住施設提供者の指定する家賃額・敷⾦・礼⾦等（以下「居住
施設⼿配費⽤」といいます。）を当社の指定する期⽇までに、当社の指定する銀⾏⼝座に申込者の振込⼿
数料負担にて⽀払うものとします。 

(イ) 居住施設確保のために、居住開始以前の家賃額が発⽣する場合があることを申込者が確認します。 
(ウ) 申込者が当社に対して現地滞在先の⼿配を依頼する場合、当社が指定する留学⽣保険またはそれと同等

の⽇本で申込可能な留学⽣保険に申込者は加⼊することを条件とします。 
 
第六条：[契約内容の変更] 
申込者の都合により、お申込みされた学校・教育・研修期間における「学期・研修開始⽇の変更」、「受講コース
の変更」、「ホームステイから寮への滞在⽅法の変更」など当初のお申込み内容および⼿配内容に変更が⽣じた場
合には留学契約成⽴⽇（⼿続き開始後）から起算して 3 ⽇⽬（48 時間以上）以降の変更の場合１回１件の変更に
つき、変更⼿続料US$200（＋税⾦ 10%）を申し受けます。希望留学先の学校の変更は原則として「取消」扱い
となりますのでご了承ください。 
 
ご請求は、ドル表⽰を⽇本円に換算して作成致します。その際の換算レートはインウェブアウト（IWO）レート
とし、TTSレート（銀⾏で⽇本円をアメリカドルに両替する際に⽤いる為替レート）＋4.0 円となります。⼀度
ご請求書を作成しましたら、その後レートに変動があった場合もご請求書作成時のレートを適⽤いたしますので
ご了承下さい。 
 
第七条：[申込み後の取消しと返⾦] 
1. 申込は下記の取消料をお⽀払いいただくことにより契約の全部または⼀部を解除することができます。 
2. 解約のお申し出は取消の旨を記載しEメールにてお送りください。当該Eメールを当社が受領し、再度当社

からお電話、LINE等で確認した時点で取消が成⽴します。 
3. 取消料 
(ア) 契約成⽴⽇（⼿続き開始後）から起算して 2 ⽇（48 時間）以内の取消：登録費および留学サポート費⽤

のすべてを返⾦いたします。 
(イ) 契約成⽴⽇（⼿続き開始後）から起算して 3 ⽇⽬（48 時間以上）以降の取消：取消⼿続料US$200（＋
税⾦ 10%）とすでに出願⼿続きを開始している場合は⼊学申請にかかる費⽤で取消ができないものを
差し引き返⾦いたします。 

4. 留学希望先に対するキャンセル料や渡航⼿配⼿続きにかかる航空会社に対するキャンセル料、チェックイン
⽇変更に伴う滞在先への変更⼿数料等、留学サポートの取消に伴い発⽣する費⽤および損失については申込
者の負担とします。 

5. ビザ申請サポートをお申込み後、取消となる場合は上記取消料に加え、ビザ申請サポート費⽤とビザ申請料
⾦等の実費が申込者負担となります。 

6. 申込者の都合により、お申込みされたホームステイ期間の変更による取消⼿続料などはホームステイ申込規



約に従います。 
 
第⼋条：[為替変動] 
当社が本約款に基づき留学サービスに関する費⽤などを当社が申込者に代⾏して海外に⽀払う場合、当社の請求
書発⾏時のTTSレート（銀⾏で⽇本円をアメリカドルに両替する際に⽤いる為替レート）＋4.0 円のレート（イ
ンウェブアウト（IWO）レート）で、円貨に換算した額を申込者に請求いたします。円建てで設定されている場
合はその円額で請求いたします。また、申込者が留学プログラム契約を取消、または現地での授業開始後に留学
受⼊機関から申込者に対して返還される費⽤がある、ホームステイの取消や変更により返還される費⽤がある場
合などは、当社はお客様に変わって代理受領し、現地からの返⾦を確認し、【当社が選択する⽇】の為替レート
（当社指定銀⾏⼝座の TTB レート）にて換算した上で、返⾦⼿数料 US$200（＋税⾦ 10%）および銀⾏⼿数料
を差し引いた⾦額を申込者指定の⽇本の銀⾏⼝座に返⾦するものとします。 
 
第九条：[各⼿続が継続できない場合] 
申込者による指定期⽇までの留学諸費⽤の⼊⾦がない場合や必要書類の提出がないなど、当社の責によらない事
由により留学サポートに関連する各種⼿続ができない場合、申込者がすでに当社へ⽀払い済みの費⽤は、第７条
に定められた解約料と同額の損害⾦が発⽣し、申込者が既に留学諸費⽤を⽀払い済みである場合には留学諸費⽤
から損害⾦を控除した額を当社は申込者に対して返⾦するものとします。 
 
第⼗条：[当社からの解約事由] 
以下のような事由が発⽣した場合、当社は当留学サポートプログラム契約を解約することができるものとします。
その場合。第 7条「申込み後の取消と返⾦」に規定の取消料を申し受けます。 
1. 以下に定める事由が申込者にあるとき当社は申込者に対する催告後本約款に基づく契約を解約できるもの

とします。 
(ア) 申込者から当社に対して指定期⽇までに必要書類の提出がない場合。 
(イ) 申込者から当社に対して指定期⽇までに留学諸費⽤の⽀払いがない場合。 
(ウ) 申込者の所在が不明、もしくは 1ヵ⽉以上にわたり連絡不能の場合。 
(エ) 申込者が当社に届けた申込者に関する情報の内容に、虚偽または重⼤な遺漏が発覚した場合。 
(オ) 申込者が病気、その他の事由により留学を続⾏することが困難または不適切であると当社あるいは受⼊
機関の学校などが判断した場合。 

2. 前項に基づき、当社が本約款に基づく契約を解約する場合、申込者がすでに当社へ⽀払い済みの費⽤がある
場合は、第 7条に定められた取消料と同額の損害⾦が発⽣するものとします。 

3. 本条第 1 項に基づき、当社が本約款に基づく契約を解約した場合でも、第 5 条 2 項所定の住居施設⼿配費⽤
は返⾦できません。 

 
第⼗⼀条：[留学⽣への免責事項] 
当社は、下記の 1 から 10 に記載のとおり当社の責によらない事由によって、申込者が留学希望先に留学できな
い場合または留学希望先への正式⼊学ができなかった場合および出発⽇時が変更になった場合でも⼀切責任を
負いません。 
1. 留学希望先の滞在施設、学校、コースなどがすでに定員を満たしていて、申込者の⼊学が不可能なとき。 
2. 留学希望先の滞在施設がすでに定員を満たしていて、申込者の利⽤が不可能なとき。 
3. 留学希望先の事由により、⼊学許可証等必要書類が期⽇までに届かず、申込者が出発できないとき。 
4. 留学希望先の⼊学許可基準に、申込者の成績が達しておらず申込者への⼊学許可が留学先からおりないとき。 



5. 申込者がパスポートおよびビザを取得できず、あるいは渡航先国に⼊国を拒否されたとき。 
6. 申込者がパスポートおよびビザなどの取得に時間がかかり、予定の出発に間に合わないとき。 
7. 運送機関の遅延・乗継便の変更・⼊国⼿続きの混乱により⽣じた費⽤。 
8. 天変地異、戦乱、暴動、テロ⾏為、⽇本または外国の官公署の命令、陸海空における不慮の事故や災難、運

送・宿泊機関等の旅⾏サービス提供の中⽌、申込者の⽣命または⾝体の安全確保のための必要な措置、その
他不可抗⼒による事由のとき。 

9. 渡航後は申込者個⼈の責任において⾏動するものとし、申込者の故意・過失・受⼊国の法令・公序良俗もし
くは留学希望先、滞在先の公序良俗などに違反した⾏為により⽣じた責任・損害などは全て申込者個⼈の負  
担となり、当社は⼀切その責任を負いません。また、それらの⾏為により当社が損害を受けた場合は、当社
は申込者に損賠の賠償を請求します。留学中のスポーツ等による事故は申込者本⼈の責となり、また特定の  
スポーツを⾏うに当たり保険の特約が必要な場合は申込者本⼈の責において加⼊⼿続きを⾏っていただき
ます。 

10. 当社は、留学希望先から当社に提供される最新の資料に基づき留学プログラムを提供しますが、当社の責に
よらず希望留学先の事情により授業内容、授業時間、滞在先、授業料その他の変更については⼀切その責任
を負いません。 

 
第⼗⼆条：[留学先の学校内容などの変更] 
当社は、留学先から寄せられる最新資料を基に申込者に対して情報の提供に努めるものとします。ただし、留学
先が授業料等を予告なく変更した場合等については、当社は責任を負わないものとします。 
 
第⼗三条：[約款の変更] 
当約款は、事前告知なく変更することがあります。申込前に必ずご確認ください。 
 
第⼗四条：[発効期⽇] 
当約款は、2025 年 1 ⽉ 7⽇以降に申し込まれる契約に適⽤されます。 
 
第⼗五条：[その他] 
1. 本約款に関する訴訟その他⼀切の法的⼿続きについては東京地⽅裁判所のみを専属管轄裁判所とします。 
2. 本約款は⽇本国法に準拠し、同法に従って解釈されるものとします。 
 
個⼈情報に関する取り扱いご説明 
2025 年 1 ⽉ 7 ⽇より、下記のとおり個⼈情報の取り扱いに関する事項をご案内申し上げますので、お申込みの
際には、必ずお読みいただきますようよろしくお願い申し上げます。 
 
当社は、皆様にご信頼いただき、より⼀層サポートサービスの向上に努めて参ります。つきましては、皆様の重
要な個⼈情報を以下のとおり取り扱わせていただきます。 
1. 個⼈情報の利⽤⽬的 

当社は皆様の個⼈情報を次の⽬的の為に利⽤いたします。ただし、これらの⽬的以外に利⽤することは⼀切
ありません。 
(ア) 当社がご提供するサービスへのお問い合わせ、資料ご請求及び説明会・個⼈カウンセリングをご予約い

ただいたお客様から⽒名・住所・電話番号・メールアドレス・⽣年⽉⽇・ご職業などのご提供をいただ
きます。 



(イ) 当社がご提供するサービスのお申し込みの際に、海外留学・ロングステイ等に必要となる海外渡航⼿続
き・航空券の⼿配・傷害保険の加⼊・各ビザ申請・各⼤学⼊学申請を⾏う際に、⽒名・性別・⽣年⽉⽇・
住所・電話番号・職業・出⽣地・国籍などをご提供いただきます。 

2. 個⼈情報の管理 
(ア) 当社は、お客様の個⼈情報を正確かつ最新の状態に保ち、個⼈情報への不正アクセス・紛失・破損・改
ざん・漏洩などを防⽌するため、セキュリティシステムの維持・管理体制の整備・社員教育の徹底等の
必要な措置を講じ、安全対策を実施し個⼈情報の厳重な管理を⾏ないます。 

(イ) 当社がお客様からご提供いただきました個⼈情報に関し、当社とお客様とのあいだで当社利⽤⽬的に使
われることがないと判断した場合、情報につきましては再⽣不可能な形状で破棄させていただきます。 

3. 個⼈情報の取り扱いに関するお問い合わせ 
個⼈情報の取り扱いに関するお問い合わせは以下のとおりでございます。 

 
グロビード留学センター / Globeed Study Abroad Center 
URL: https://globeed.jp/ 
TEL: 050-5806-2019 
運営：株式会社インウェブアウト 
〒1040061 東京都中央区銀座 1丁⽬ 12番 4号 N&E BLD.6F 
URL: https://inwebout.com/ 
 


